
編
謹
『
中
國
歴
史
文
献
學
史
述
要
』
ー
遼
・
金
時
代
の
歴
史
文
献
略
述
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽
胎
芽
・
崔
文
印
　
原
著

山
口
謡
司
・
石
川
薫
・
洲
脇
武
志
　
編
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遼

と
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
契
丹
族
と
女
眞
族
が
中
原
に
入
っ
て
建
て
た
政
灌
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
中
原
の
文
化
に
触
れ
、
吐
會
の
襲
展
の
過

程

を
速
め
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、
マ
ル
ク
ス
が
、
「
歴
史
の
永
遠
の
法
則
に
よ
っ
て
、
野
蛮
な
征
服
者
は
、
從
え
た
も
の
の
す
ぐ
れ
た
文
明
　
の

に

自
分
が
征
服
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
亘
」
と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
・
彼
ら
は
・
中
原
の
文
化
を
學
習
吸
牧
す
る
と
同
時
に
・
あ
る
g

程
度
中
原
文
化
の
登
展
を
推
進
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
民
族
の
文
化
を
そ
の
中
に
融
合
さ
せ
、
中
華
民
族
文
化
の
一
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

　
遼
代

（九

H
ハ
～
＝
二
五
年
）
、
太
租
は
、
建
國
初
年
に
孔
子
廟
を
建
て
た
。
太
宗
は
、
大
同
元
（
九
四
七
）
年
、
汁
京
に
入
り
、
後

晋
の
出
帝
と
側
室
・
大
臣
・
方
技
敷
千
人
を
捕
虜
に
し
、
ま
た
圖
籍
・
暦
象
・
石
脛
・
銅
人
’
明
堂
の
水
時
計
・
太
常
の
樂
譜
な
ど
を
戦
利

品
と
し
て
都
へ
護
途
し
た
。
聖
宗
は
、
唐
の
呉
競
撰
『
貞
観
政
要
』
の
閲
讃
を
特
に
好
み
、
吟
詩
や
賦
詩
に
も
長
じ
、
「
樂
天
の
詩
集
は
是

れ
吾
が
師

な
り
」
（
樂
天
詩
集
是
吾
師
）
と
述
べ
て
い
る
。
興
宗
と
道
宗
は
儒
家
の
學
術
を
好
ん
だ
。
重
煕
二
十
三
（
一
〇
五
四
）
年
、
興



宗
は
新
し
く
新
設
し
た
秘
書
監
に
自
ら
訪
れ
た
。
清
寧
十
（
一
〇
六
四
）
年
、
道
宗
は
、
「
乾
文
閣
の
闘
く
所
の
経
籍
を
求
め
、
儒
臣
に
命

じ
て
校
離
せ
し
め
よ
」
（
求
乾
文
閣
所
闘
経
籍
、
命
儒
臣
校
離
）
と
い
う
勅
令
を
下
し
た
。
ま
た
、
遼
代
で
も
北
宋
か
ら
の
圓
書
の
輸
入
に

注

目
し
て
い
る
。
宋
で
は
「
『
九
経
』
の
書
疏
に
非
ざ
れ
ば
、
悉
く
之
を
禁
ず
」
（
非
『
九
経
』
書
疏
、
悉
禁
之
）
と
い
う
勅
令
が
下
さ
れ
た

が
、
そ
れ
で
も
大
量
の
圓
籍
が
遼
の
地
に
流
入
し
た
。
蘇
轍
は
遼
に
駐
在
し
た
後
、
「
本
朝
民
聞
の
開
板
印
行
せ
し
文
字
、
臣
等
窃
か
に
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
に
北
界
に
有
ら
ざ
る
所
無
し
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
北
宋
か
ら
輸
入
し
た
圓
書
だ
け
で
は
明
ら
か
に
不
足
し
て
い
た
た
め
、
遼
で
も
印

刷
出
版
が
行
な
わ
れ
た
。
経
史
子
集
の
四
部
の
書
物
を
印
刷
し
た
ほ
か
、
主
な
大
事
業
は
、
佛
経
の
『
大
蔵
』
、
い
わ
ゆ
る
『
契
丹
蔵
』
の

刊
行
で
あ
る
。
『
遼
蔵
』
と
も
構
さ
れ
る
『
大
蔵
』
は
、
宋
の
『
開
宝
蜀
蔵
』
に
基
づ
い
て
翻
刻
さ
れ
、
全
て
漢
文
で
あ
る
。
二
部
刊
刻
さ
れ
、

一
部
は
大
字
で
く
っ
き
り
書
か
れ
た
春
物
形
式
で
、
も
う
一
部
は
細
字
で
精
巧
に
書
か
れ
た
千
冊
に
も
満
た
な
い
小
本
で
あ
る
。
こ
の
『
大

蔵
』
五
百
九
十
七
峡
五
千
四
十
八
巻
は
、
聖
宗
の
統
和
年
聞
に
彫
り
始
め
、
興
宗
の
重
煕
年
聞
に
完
成
し
た
。
三
、
四
十
年
も
費
や
さ
れ
て

お

り
、
こ
こ
か
ら
、
そ
の
刊
刻
の
規
模
が
わ
か
る
。
遼
代
は
契
丹
族
が
立
て
た
政
穫
で
あ
る
た
め
、
漢
文
の
典
籍
を
契
丹
文
字
に
翻
謹
す
る

必
要
が

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
遼
代
に
創
始
さ
れ
た
が
、
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
金
代
、
元
代
に
も
、
一
部
の
漢
文
典
籍
を
女
眞
文
字
や
蒙

古
文
字
に

翻
鐸

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
代
の
文
厭
學
の
特
徴
で
あ
り
、
遼
代
の
影
響
も
明
ら
か
で
あ
る
。
契
丹
に
は
、
も
と
も
と
文
字
は

な
く
、
太
祀
が
神
冊
五
（
九
l
1
0
）
年
に
敷
千
の
文
字
を
創
り
、
契
丹
大
字
と
稻
し
た
。
そ
の
後
、
太
租
の
弟
で
あ
る
耶
律
迭
刺
も
契
丹
小

字

を
創
っ
た
。
清
代
の
王
仁
俊
撰
『
遼
史
藝
文
志
補
証
』
の
課
語
類
の
著
録
に
よ
れ
ば
、
粛
韓
の
家
僕
が
命
じ
ら
れ
て
『
五
代
史
』
を
翻
鐸

し
、
ま
た
『
通
歴
』
と
『
貞
観
政
要
』
を
翻
課
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
皇
帝
に
古
今
の
成
功
と
失
敗
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
義

宗

（耶
律
突
欲
、
耶
律
倍
と
も
）
は
『
陰
符
経
』
を
翻
課
し
、
聖
宗
は
『
白
居
易
誠
諌
集
』
を
翻
謹
し
た
。
ま
た
、
『
遼
史
』
巻
八
十
九
耶

律
庶
成
傳
の

記
載
に

よ
れ
ば
、
「
上
庶
成
に
命
じ
て
方
脈
書
を
謹
せ
し
め
之
を
行
は
し
む
」
（
上
命
庶
成
謹
方
脈
書
行
之
）
と
い
う
。
残
念

な
が
ら
、
こ
う
し
た
課
本
は
全
て
散
逸
し
、
そ
の
優
劣
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
遼
に
も
宋
同
様
に
禁
書
が
あ
り
、
し
か
も
厳
し
く
行
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な
っ
て
お
り
、
書
物
を
他
國
に
傳
來
し
た
者
は
法
に
よ
り
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
考
証
に
よ
れ
ば
、
宋
朝
に
傳
來
し
た
書
物
は
わ
ず
か
二
種

類
で

あ
る
。
一
つ
は
、
壽
昌
I
R
　
（
1
O
九
五
）
年
刊
刻
『
金
剛
経
』
、
も
う
1
つ
は
、
統
和
年
間
刊
刻
『
龍
寵
手
鏡
』
で
あ
る
。
捕
虜
か
ら

入
手

し
た
『
龍
寵
手
鏡
』
は
字
書
で
あ
り
、
内
容
か
ら
言
っ
て
も
髄
裁
か
ら
言
っ
て
も
、
注
目
す
べ
き
部
分
が
あ
り
、
工
具
書
史
と
文
献
學

史
上
に
一
定
の
地
位
を
保
っ
て
い
る
。

　
『
龍
寵
手
鏡
』
四
巻
は
、
遼
代
の
幽
州
の
檜
で
あ
る
行
均
（
字
は
廣
済
、
俗
姓
は
干
）
が
、
佛
脛
を
研
究
・
閲
讃
す
る
た
め
に
編
纂
し
た

字
書
で
あ
る
。
『
龍
寵
手
鏡
』
は
宋
に
傳
來
し
て
翻
刻
さ
れ
た
と
き
、
宋
の
太
租
の
租
父
で
あ
る
趙
敬
の
避
誰
に
よ
っ
て
、
『
龍
寵
手
鑑
』
と

改
題
さ
れ
た
。
本
書
は
、
本
文
二
萬
⊥
ハ
千
四
百
三
十
飴
字
、
注
稗
文
十
六
萬
三
千
百
七
十
除
字
を
牧
録
し
て
お
り
、
両
者
の
総
計
は
十
八
萬

九
千
六
百
十
除
字
で
あ
る
。
部
首
の
配
列
は
、
唐
の
顔
元
孫
の
艘
例
に
し
た
が
い
、
卒
上
去
入
の
四
聲
順
で
あ
る
。
卒
聲
は
九
十
七
部
、
上

聲
は
⊥
ハ
十
部
、
去
聲
は
二
十
六
部
、
入
聲
は
五
十
九
部
で
、
合
わ
せ
て
二
百
四
十
二
部
あ
り
、
「
金
」
字
か
ら
始
ま
り
、
「
雑
」
字
で
終
わ
っ

て

い

る
。
各
部
に
牧
録
さ
れ
る
字
も
四
聲
順
で
あ
る
。
字
中
に
お
け
る
部
首
の
位
置
が
一
様
で
は
な
い
場
合
、
例
え
ば
、
金
部
の
「
錯
」
・
「
塵
」
、

刀

部
の
「
削
」
・
「
壁
」
な
ど
は
、
一
般
的
に
部
首
の
位
置
を
考
慮
せ
ず
、
一
律
に
四
聲
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
心
部
は
異
な
り
、

左
側
に

あ
る
「
小
」
と
、
下
側
に
あ
る
心
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
聲
に
し
た
が
っ
て
配
列
さ
れ
て
お
り
、
實
質
的
に
心
の
部
分
は
二
部
に
な
っ
て

い

る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
二
者
の
字
敷
が
大
し
て
違
わ
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
『
龍
寵
手
鏡
』
の
重
要
な
特
徴
は
、
大
量
の
俗
字
と
異
豊
字
を

集
録

し
、
六
朝
か
ら
唐
・
五
代
ま
で
の
俗
字
の
盛
行
と
唐
の
爲
本
経
巻
中
に
俗
字
が
多
い
と
い
う
客
観
的
状
況
を
反
映
し
て
い
る
黙
で
あ
る
。

『
龍
寵
手
鏡
』
は
、
俗
字
や
異
髄
字
を
多
敷
牧
録
し
て
い
る
た
め
、
ま
ず
字
形
の
正
誤
を
識
別
し
、
次
に
正
字
と
俗
字
・
異
髄
字
を
列
記
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

注
の
中
に
そ
の
字
の
字
形
敷
を
明
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
姻
（
俗
）
煙
（
正
…
…
二
）
」
（
巻
二
火
部
）
と
あ
る
。
「
1
1
」
は
、
こ
の
字

が
正
俗
二
種
類
の
書
き
方
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
は
注
音
と
注
義
と
が
あ
る
が
、
文
章
は
か
な
り
簡
潔
で
あ
る
。
例
え
ば
、

巻
一
金
部
卒
聲
に
、
「
鐘
（
俗
）
。
鐘
（
正
o
女
耕
反
。
鉢
金
聲
也
。
二
）
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
内
容
は
充
實
し
て
い
る
と
言
え
る
。
今
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音
と
俗
音
を
明
記
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
「
如
鋼
（
誤
）
。
鈷
（
正
）
。
鉋
、
鑓
（
二
、
今
失
支
反
、
短
矛
也
。
又
俗
覗
遮
反
。
四
）
」

（巻
一
金
部
卒
聲
）
と
あ
る
。
字
の
音
と
義
を
確
証
す
る
た
め
に
、
他
の
典
籍
を
引
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
特
に
佛
教
典
籍
の
引
用

を
重
覗
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
巻
一
衣
部
卒
聲
に
、
「
衣
、
（
於
希
反
。
衣
裳
、
『
世
本
』
胡
曹
作
衣
。
『
白
虎
通
』
云
、
衣
者
隠
也
、
裳
者

障
也
。
所
以
隠
形
自
障
蔽
也
）
」
と
あ
り
、
金
部
卒
聲
に
は
、
「
鎖
（
誤
、
『
旧
蔵
』
作
鈎
鎖
、
千
佛
名
、
在
『
賢
愚
経
』
中
）
」
と
あ
る
。

双
聲
が

あ
れ
ば
、
形
成
さ
れ
た
原
因
を
探
求
す
る
。
例
え
ば
、
巻
四
玉
部
卒
聲
に
は
「
琵
琶
（
上
音
砒
、
下
音
杷
。
『
繹
名
』
日
、
推
手

日
琵
。
引
手
日
琶
、
取
其
鼓
時
以
爲
名
也
）
」
と
あ
り
、
明
確
に
解
説
し
て
い
る
。
『
龍
寵
手
鏡
』
は
、
俗
字
・
異
髄
字
の
牧
録
を
主
と
し
て

い

る
が
、
古
文
も
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
巻
二
阜
部
去
聲
に
、
「
陸
、
陸
（
1
l
o
古
文
、
於
蜀
反
、
今
作
痒
、
埋
也
）
」
と

あ
り
、
春
二
廣
部
卒
聲
に
、
「
虎
（
古
文
、
音
親
）
」
と
あ
る
。
『
龍
寵
手
鏡
』
は
、
漢
字
の
古
今
の
状
況
を
反
映
し
、
特
に
唐
代
前
後
の
人
々

が
使
用

し
た
俗
字
の
情
況
を
集
中
的
に
集
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
漢
字
の
饗
遷
を
研
究
す
る
上
で
、
一
定
の
債
値
が
あ
る
と
と
も
に
、
敦

煙
出
土
の
爲
本
巻
子
本
の
閲
讃
を
助
け
て
お
り
、
敦
煙
學
の
嚢
展
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
『
龍
寵
手
鏡
』
に
つ
い
て
、

後
世
に
は
批
判
も
あ
り
、
そ
の
多
く
は
部
類
の
不
明
確
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
か
に
は
、
こ
の
書
は
「
俗
謬
怪
妄
」
で
、
「
直
だ
是
れ
費
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

に

し
て
、
用
ふ
べ
か
ら
ざ
る
也
」
と
考
え
る
者
さ
え
い
た
。
實
際
に
は
、
彼
ら
は
『
龍
寵
手
鏡
』
編
纂
の
目
的
と
作
用
を
完
全
に
は
理
解
し

て
い

な
い
。
こ
の
書
が
俗
字
と
異
髄
字
を
主
と
し
た
理
由
は
、
こ
う
し
た
文
字
の
偏
勇
・
繁
簡
・
字
形
が
確
定
し
な
け
れ
ば
、
使
用
や
閲
讃

に

影
響
す

る
か
ら
で
あ
る
。
何
如
に
こ
う
し
た
文
字
の
部
類
を
処
理
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
確
か
に
か
な
り
厄
介
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
、

俗
字
や
異
髄
字
が
正
字
の
後
に
附
さ
れ
た
ら
、
偏
芳
と
部
首
が
正
字
と
異
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
分
類
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
嫌
い

は

冤
れ

な
い
。
も
し
、
正
字
と
俗
字
・
異
彊
字
を
そ
れ
ぞ
れ
偏
芳
に
よ
っ
て
分
類
し
た
ら
、
そ
の
注
鐸
文
や
解
稗
は
重
複
す
る
可
能
性
が
あ

る
。
『
龍
寵
手
鏡
』
の
配
列
を
調
べ
る
と
、
作
者
は
こ
う
し
た
問
題
も
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
瓢
」
と
い
う
字
は
、
巻
一
瓜
部

第
六
十
六
に
あ
り
、
ま
た
爪
部
第
三
十
に
も
あ
り
、
瓜
部
瓜
字
の
下
に
「
古
花
反
、
又
瓜
部
与
爪
部
相
濫
、
爪
音
側
絞
反
」
と
説
明
し
て
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い

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
重
複
は
冤
れ
な
い
が
、
正
字
と
俗
字
・
異
艘
字
の
分
類
を
明
確
に
し
、
二
者
の
厘
別
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
龍
寵
手
鏡
』
に
は
確
か
に
分
類
が
不
明
確
と
い
う
問
題
黙
も
あ
る
。
例
え
ば
、
「
岩
」
は
、
春
一
山
部
第
五
に
入
れ
ら

れ
て

い

る
。
こ
の
字
は
、
「
時
」
の
異
髄
字
で
あ
り
、
形
聲
文
字
の
構
成
原
則
に
よ
れ
ば
、
「
日
」
が
意
味
を
示
す
偏
で
あ
る
。
時
聞
と
太
陽

は

關
連
し
て
い
る
か
ら
、
本
來
は
日
部
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
字
の
中
に
山
が
あ
る
か
ら
山
部
に
入
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
字
義
と
字
の
構
成
に
基
づ
き
、
日
部
に
も
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
日
部
は
「
貴
」
を
牧
録
し
て
い
な
い
。
こ
の
例
だ
け
は
ミ

ス

か
も
し
れ
な
い
が
、
實
際
に
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
『
龍
寵
手
鏡
』
に
は
、
確
か
に
部
類
が
不
明
確
と
い
う
訣
鮎
が
あ
る
。

『
龍
寵
手
鏡
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
訣
黙
は
あ
る
が
、
特
殊
な
用
途
を
持
っ
た
欝
書
と
し
て
學
術
と
文
化
が
相
封
的
に
さ
ほ
ど
登
達
し
な
か
っ

た
遼
代
に

出
現
し
た
こ
と
も
、
非
常
に
貴
重
で
あ
る
。
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金

（
＝
一
五
～
一
二
三
四
年
）
は
、
女
眞
族
が
建
て
た
政
灌
で
あ
る
。
國
勢
は
日
増
し
に
強
ま
り
、
相
次
い
で
遼
・
西
夏
を
征
服
し
た
。

天
會
四

年
（
宋
の
靖
康
元
年
、
＝
二
⊥
ハ
年
）
に
沐
京
を
攻
め
落
と
す
と
、
二
帝
（
徽
宗
・
欽
宗
）
・
女
官
・
親
王
を
捕
虜
に
し
、
公
私
の

財
物

を
す
っ
か
り
略
奪
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
た
び
た
び
國
子
監
や
秘
閣
二
二
館
・
秘
書
省
の
書
籍
を
要
求
し
た
。
書
店
の
書
物
で
さ
え

牧
集
の
封
象
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
何
度
も
國
子
監
の
版
木
と
佛
教
・
道
教
の
版
木
を
要
求
し
た
。
後
に
こ
れ
ら
は
金
で
用
い
ら
れ
、
金
代
の

文
厭
學
の
嚢
展
に

積
極
的

な
役
割
を
果
た
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
金
代
の
文
献
學
が
登
展
し
た
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
金
の
統
治
者
に

よ
る
重
覗
と
指
導
が
不
可
訣
で
あ
っ
た
。
『
大
金
國
志
』
巻
五
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
天
會
⊥
ハ
（
一
一
1
1
！
x
）
年
十
二
月
、
完
顔
宗
翰
は
金
兵

を
率
い
て
襲
慶
府
を
攻
め
落
と
し
、
r
孔
子
の
墓
を
伐
た
ん
と
欲
す
る
者
有
れ
ば
、
之
を
謀
す
」
（
有
欲
伐
孔
子
墓
者
、
謀
之
）
と
言
い
、
そ



の
た
め

に

闘
里
は
損
害
を
冤
れ
た
。
煕
宗
は
「
親
ら
孔
子
廟
を
祭
り
、
北
面
し
て
再
奔
」
す
る
と
、
侍
臣
に
「
孔
子
位
無
し
と
錐
も
其
の

道
は

尊
ぶ
べ
く
、
萬
世
を
景
仰
せ
し
む
o
大
凡
善
爲
り
て
、
勉
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
、
「
頗
る
『
旬
書
』
・
『
論
語
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　

及
び

『
五
代
』
・
『
遼
史
』
諸
書
を
讃
み
、
或
い
は
夜
を
以
て
継
ぐ
」
と
い
う
。
章
宗
は
、
明
昌
五
（
＝
九
四
）
年
、
宋
の
『
崇
文
纏
目
』

に

訣
け
て
い
る
書
籍
を
買
い
求
め
る
よ
う
詔
を
下
し
、
泰
和
元
（
一
1
1
0
1
）
年
に
は
、
關
係
部
署
に
高
値
で
遺
書
を
買
い
求
め
る
よ
う
勅

令
を
出
し
た
。
ま
た
、
朝
廷
に
差
し
出
し
た
く
な
い
場
合
は
、
官
庁
が
書
き
鳥
し
、
原
書
を
本
人
に
返
し
て
、
孚
額
を
支
擁
う
と
規
定
し
た
。

二
度
の
求
書
に
よ
り
、
朝
廷
の
蔵
書
は
激
増
し
た
。
太
宗
の
天
會
元
（
1
　
1
1
1
1
1
1
）
年
、
漢
人
が
蹄
服
す
る
こ
と
を
切
望
し
て
、
す
で
に
詩

賦
と
経
義
二
科
を
設
置
し
て
人
材
を
登
用
し
よ
う
と
し
、
煕
宗
は
、
天
春
I
R
　
（
1
1
1
1
1
！
x
）
年
、
「
南
北
選
す
る
に
各
お
の
経
義
・
詩
賦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

雨
科
を
以
て
士
を
取
れ
」
と
い
う
詔
を
下
し
て
い
る
。
天
徳
三
（
＝
五
l
）
年
に
國
子
監
が
設
置
さ
れ
、
大
定
⊥
ハ
（
一
＝
ハ
六
）
年
に
初

め
て
太
學
が
置
か
れ
た
。
こ
の
二
箇
所
の
生
徒
が
學
ぶ
経
史
の
書
は
、
全
て
國
子
監
が
統
1
し
て
印
刷
刊
行
し
て
お
り
、
書
目
を
規
定
し
た

だ

け
で
な
く
、
誰
の
注
疏
を
用
い
る
か
に
つ
い
て
も
制
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
易
』
は
王
弼
・
韓
康
伯
の
注
、
『
論
語
』
は
何
暑
の
集
解

と
耶
最
の
疏
、
『
史
記
』
は
斐
駆
の
注
、
『
揚
子
』
は
李
軌
・
宋
威
・
柳
宗
元
・
臭
秘
の
注
を
用
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
書
物
は
’
科
畢
登
用

の
試
験
の

内
容
で
あ
っ
た
た
め
、
自
然
と
こ
う
し
た
書
物
と
注
疏
は
、
重
鮎
的
に
人
々
に
研
究
・
閲
讃
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
も
と
も
と
あ
っ

た

経
史
の
注
疏
を
刊
行
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い
注
繹
本
が
出
現
し
た
。
『
金
史
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
趙
乗
文
に
、
『
刷
集
孟
子
解
』
十
巻

と
『
刷
集
論
語
解
』
十
巻
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
散
逸
し
た
た
め
、
詳
し
い
内
容
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
書
名
を
見
る
と
、
『
論
語
』

と
『
孟
子
』
の
選
注
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
選
注
本
は
普
及
し
や
す
く
、
中
原
の
傳
統
文
化
を
受
け
入
れ
よ
う
と
い
う
女

眞
人
の
要
求
に
雁
じ
て
い
た
。
こ
の
他
に
、
雷
思
の
『
易
注
』
、
趙
乗
文
の
『
揚
子
登
微
』
・
『
列
子
補
注
』
・
『
南
華
略
繹
』
、
察
珪
の
『
補
正

水
経
』
、
紀
天
錫
の
『
難
経
集
注
』
な
ど
が
あ
る
。
金
代
は
佛
教
・
道
教
が
信
仰
さ
れ
、
佛
・
道
経
典
の
注
鐸
も
次
第
に
多
く
な
っ
た
。
な

か

で
も
、
李
純
甫
の
業
績
が
最
も
突
出
し
て
お
り
、
彼
は
「
『
楊
厳
』
・
『
金
剛
経
』
・
『
老
子
』
・
『
荘
子
』
を
解
す
。
又
た
『
中
庸
集
解
』
・
『
鳴
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道
集

解
』
有
り
」
と
い
う
。
彼
に
よ
る
佛
・
道
・
儒
三
家
の
経
典
の
注
稗
自
鵠
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
黙
は
、
彼

は

三
家
の

経
典
を
個
別
に
注
繹
し
た
の
で
は
な
く
、
「
中
國
心
學
、
西
方
文
教
」
と
い
う
明
確
な
目
的
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た

め
、
た
と
え
「
名
教
の
販
む
所
と
爲
る
」
（
爲
名
教
所
既
）
と
い
う
情
況
で
あ
っ
て
も
、
儒
・
繹
・
道
三
家
が
鼎
立
す
る
現
實
に
封
面
し
、

三
家
の
思
想

を
ま
と
め
て
考
察
を
加
え
、
三
家
の
關
係
を
探
求
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
國
吐
會
に
お
け
る
儒
・
稗
・
道
三
家
の
地
位
と
影
響

を
知
る
上
で
有
盆
で
あ
る
。
金
石
學
は
專
門
の
學
問
と
し
て
北
宋
で
始
ま
る
と
迅
速
に
嚢
展
し
、
欧
陽
修
・
趙
明
誠
と
い
っ
た
造
詣
の
深
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
ニ
　

金
石
家
が
現
れ
た
。
彼
ら
が
撰
著
し
た
『
金
石
文
践
尾
』
と
『
金
石
録
』
は
、
當
時
の
金
石
學
研
究
の
成
果
を
十
分
反
映
し
て
い
る
。
金
代

の
金
石
學
の
分
野
に
は
、
重
覗
す
べ
き
人
物
が
二
人
い
る
。
一
人
は
’
金
初
の
馬
定
國
で
あ
る
。
彼
は
「
石
鼓
（
石
鼓
文
）
」
を
研
究
し
、
F
石

鼓
」
の
年
代
に
つ
い
て
、
新
し
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。
「
石
鼓
唐
自
り
以
來
定
論
無
き
も
、
定
國
字
書
を
以
て
之
を
考
ふ
る
に
、
是
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

宇
文
周
の
時
に
造
る
所
と
云
ひ
、
辮
を
作
る
こ
と
萬
鹸
言
、
傳
記
を
出
入
し
、
引
握
す
る
こ
と
甚
だ
明
け
し
」
と
あ
り
、
馬
定
國
は
、
唐
代

に

登
見
さ
れ
た
石
鼓
文
は
北
周
（
五
五
七
～
五
五
八
一
年
）
に
彫
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
先
人
に
は
、
周
の
成
王
の
時
（
紀

元
前
一
〇
⊥
ハ
三
～
1
0
1
H
六
年
）
、
周
の
宣
王
（
紀
元
前
八
二
七
～
七
八
一
年
）
が
大
狩
し
た
時
、
秦
代
（
紀
元
前
二
二
一
～
二
〇
九
年
）

な
ど
諸
説
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
根
擦
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
石
鼓
文
が
い
っ
た
い
い
つ
作
ら
れ
た
の
か
、
長
い
こ
と
定
論
が
な
く
、
馬
定
國
が

掲
げ
た
宇
文
周
（
北
周
）
説
も
、
後
世
の
石
鼓
文
専
門
家
が
無
頑
で
き
な
い
一
家
の
言
で
あ
る
。
金
代
で
そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
は
、
察
珪

の

r雨
燕
王
墓
辮
」
で
あ
る
。
内
容
は
、
全
て
両
燕
王
墓
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
俗
に
⊥
ハ
國
の
時
の
燕
王
及
び
太
子
丹
の
葬
と
傳
ふ
も
、

墳
を
啓
く
に
及
び
、
其
の
東
墓
の
枢
題
其
和
に
「
燕
露
王
旧
」
と
日
ふ
。
「
旧
」
、
古
の
r
枢
」
字
に
し
て
、
通
用
す
。
乃
ち
西
漢
の
高
祀
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

子
劉
建
の
葬
也
o
其
の
西
墓
は
、
蓋
し
燕
の
康
王
劉
嘉
の
葬
也
」
と
あ
る
。
察
珪
は
、
こ
の
二
墓
の
葬
制
・
名
物
・
款
刻
に
基
づ
き
、
こ
の

爾
燕
王
は

漢
墓
で
あ
り
、
戦
國
時
代
の
墓
で
は
な
い
こ
と
を
詳
し
く
論
証
し
て
い
る
。
燕
の
太
子
丹
は
、
紀
元
前
二
二
⊥
ハ
年
、
燕
王
喜
に
殺

さ
れ
、
秦
に
献
上
さ
れ
た
。
燕
王
喜
は
、
紀
元
前
二
二
二
年
、
秦
の
捕
虜
に
な
っ
た
。
太
子
丹
が
荊
輌
に
秦
王
暗
殺
を
命
じ
、
秦
の
怒
り
に
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触
れ

た
こ
と
に
よ
り
捕
ら
え
ら
れ
た
以
上
、
燕
王
喜
が
命
を
助
け
ら
れ
た
は
ず
は
な
い
。
恐
ら
く
彼
も
紀
元
前
二
二
〇
年
ご
ろ
に
死
亡
し
て

い

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
漢
の
燕
王
で
あ
る
劉
建
は
、
漢
の
高
祀
の
子
で
、
呂
后
年
聞
（
紀
元
前
一
八
七
～
一
八
〇
年
）
に
死
亡
し
、
燕
の

康
王
で

あ
る
劉
嘉
は
、
高
祀
の
父
方
の
從
兄
弟
で
あ
る
劉
沢
の
息
子
で
、
文
帝
年
聞
（
紀
元
前
一
七
九
～
一
五
七
年
）
に
死
亡
し
て
い
る
。

戦

國
の
爾
燕
墓
と
漢
代
の
両
燕
王
墓
の
時
間
的
隔
た
り
は
、
百
年
に
も
及
ば
な
い
が
、
そ
の
聞
、
秦
の
統
一
か
ら
滅
亡
や
楚
漢
戦
孚
な
ど
の

愛
齪
が
起
き
た
。
し
か
し
、
漢
初
は
秦
の
制
度
に
し
た
が
っ
て
い
た
た
め
、
戦
國
の
葬
制
、
名
物
と
漢
初
の
も
の
に
は
、
大
き
な
違
い
は
な

い
。
し
か
し
、
察
珪
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
わ
ず
か
な
差
異
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
爾
燕
王
が
漢
墓
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て

お

り
、
古
代
の
葬
制
と
名
物
に
封
す
る
造
詣
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼
が
款
刻
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
金
石
學
の
分

野
で

も
造
詣
が
深
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
彼
が
撰
し
た
『
績
金
石
遺
文
践
尾
』
十
巻
か
ら
も
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
書
物
は
上
述
し
た
多
く
の
書
物
と
同
様
に
散
逸
し
て
い
る
が
、
そ
の
書
名
を
見
る
と
、
欧
陽
修
『
金
石
文
祓
尾
』
を
容
易
に
連

想
で

き
る
。
欧
陽
修
の
書
は
目
に
し
た
金
石
を
識
別
・
論
証
し
て
お
り
、
學
術
的
債
値
が
高
い
。
察
珪
の
書
は
『
績
金
石
遺
文
祓
尾
』
と
穂

さ
れ
る
以
上
、
欧
陽
修
の
書
物
と
継
承
關
係
が
あ
る
。
第
一
に
、
欧
陽
脩
の
著
書
が
見
て
い
な
い
金
石
文
字
を
補
足
し
て
い
る
。
第
二
に
、

や
は

り
、
践
尾
の
形
式
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
『
績
金
石
遺
文
祓
尾
』
の
お
お
よ
そ
の
状
況
を
推
測
で
き
る
。
哀
宗
は
、
正
大
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（1111I五
）
年
、
「
趙
乗
文
・
楊
雲
翼
に
詔
し
て
『
亀
鑑
萬
年
録
』
を
作
ら
し
」
め
、
こ
の
書
は
正
大
三
年
ご
ろ
に
完
成
し
、
献
上
さ
れ
た
。

こ
こ
か
ら
、
『
亀
鑑
萬
年
録
』
は
、
参
考
に
な
る
歴
史
上
の
言
行
を
一
定
の
原
則
に
從
っ
て
編
纂
さ
れ
た
類
書
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
推
測

で

き
る
。
「
資
治
」
の
作
用
を
持
っ
た
こ
の
類
書
は
、
勅
撰
で
あ
る
た
め
、
當
然
人
材
や
物
資
が
充
實
し
て
お
り
、
し
か
も
當
時
の
著
名
な

學
者
で
あ
る
楊
雲
翼
と
趙
乗
文
が
筆
頭
に
立
っ
て
編
纂
し
て
い
る
。
長
さ
も
内
容
も
、
一
定
の
水
準
に
達
し
て
お
り
、
宋
の
『
冊
府
元
亀
』
・

『
太
卒
御
覧
』
を
受
け
て
『
経
世
大
典
』
へ
展
開
し
て
い
v
と
い
う
功
績
を
立
て
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
書
は
散
逸
し
て
い
る
。
現

存
の
限
ら
れ
た
資
料
を
調
べ
る
と
、
金
代
は
、
文
献
の
注
繹
・
金
石
の
考
辮
・
類
書
の
編
纂
な
ど
に
お
い
て
、
か
な
り
の
成
果
を
上
げ
て
い
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る
。
不
幸
な
こ
と
に
、
大
部
分
の
成
果
は
散
逸
し
、
金
代
の
文
献
學
が
ど
の
水
準
ま
で
登
展
し
た
の
か
研
究
す
る
の
は
難
し
く
、
簡
軍
に
推

測
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

　
金
代
の

出
版
業
は
、
宋
朝
の
隆
盛
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
が
、
遼
代
に
比
べ
れ
ば
登
達
し
た
。
こ
れ
は
、
文
献
の
保
存
と
流
傳
に
お

い

て
、
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
ず
、
國
子
監
は
、
宋
朝
の
旧
板
を
用
い
て
再
度
刊
行
し
’
各
學
校
に
頒
布
し
た
。
例
え
ば
、
『
詩
』
・

『
書
』
な
ど
の
⊥
ハ
脛
、
『
論
語
』
・
『
孝
脛
』
・
『
十
七
史
』
・
『
老
子
』
・
『
荷
子
』
・
『
揚
子
』
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
本
朝
人
の
作
品
も
刊
行
し
て

い

る
。
例
え
ば
、
東
莱
刻
の
詩
文
樂
府
『
山
林
長
語
』
な
ど
が
あ
る
。
國
子
監
の
ほ
か
に
、
地
方
政
府
で
も
出
版
が
行
わ
れ
、
書
坊
の
分
布

は

廣
ま
り
、
印
刷
内
容
と
敷
量
は
、
遼
代
を
は
る
か
に
上
同
っ
た
。
そ
の
た
め
、
金
刻
の
典
籍
は
今
日
ま
で
流
傳
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。

金
代
の

統

治
者
は
、
佛
教
を
信
仰
し
、
さ
ら
に
道
教
を
崇
奔
し
た
。
そ
の
た
め
、
佛
蔵
と
道
蔵
が
大
規
模
に
列
行
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
金
刻

『
大
蔵
経
』
（
『
趙
城
蔵
』
と
も
稻
さ
れ
る
）
は
、
宋
の
『
開
宝
蔵
』
を
底
本
と
し
て
再
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
大
蔵
経
』
は
、
千
字
文
を
基

に

配
列
さ
れ
て
い
る
。
本
來
は
七
千
除
春
だ
が
’
現
存
す
る
も
の
は
約
四
千
三
百
絵
巻
で
あ
る
。
道
教
に
關
す
る
典
籍
が
敷
多
く
列
行
さ
れ
、

比
較
的
有
名
な
も
の
に
は
、
『
七
眞
要
訓
』
と
『
玄
部
宝
蔵
』
が
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
鮎
は
、
道
蔵
の
経
版
は
京
城
だ
け
で
は
な
く
、

保
定
・
卒
陽
・
河
中
・
眞
定
・
太
原
な
ど
に
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
『
道
蔵
経
』
は
’
五
、
六
千
巻
に
も
達
し
、
敷
十
人
敷
百
人
が
敷
年
閲

か

け
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
経
版
は
い
く
つ
も
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
そ
の
事
業
が
大
き
く
、
確
實
に
道
教
史
上
ま

れ
に

見
る
盛
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
金
で
は
重
要
な
漢
典
籍
を
女
眞
文
字
に
翻
諜
し
、
女
眞
人
の
常
用
に
供
し
た
黙
に
も
注

意

し
た
い
。
女
眞
に
は
當
初
文
字
が
な
か
っ
た
が
、
國
勢
の
増
強
や
交
流
の
増
加
に
つ
れ
、
ま
ず
契
丹
文
字
を
借
用
し
、
後
に
完
顔
希
サ
が

女
眞
文
字
を
創
り
、
こ
れ
を
「
大
字
」
と
稻
し
た
。
煕
宗
も
女
眞
文
字
を
創
り
、
こ
れ
を
「
小
字
」
と
稻
し
、
r
大
字
」
「
小
字
」
が
通
用
し

た
。
金
の
統
治
者
は
、
自
民
族
の
特
徴
を
保
持
す
る
た
め
、
特
に
大
小
女
眞
文
字
の
學
習
を
提
唱
し
た
。
そ
の
た
め
、
女
眞
文
字
に
よ
る
漢

籍
の
翻
詳
が
一
層
重
要
に
な
っ
た
。
世
宗
本
紀
や
徒
軍
鐙
傳
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
女
眞
文
字
で
翻
詳
さ
れ
た
漢
籍
に
は
、
『
易
経
』
・
『
借
書
』
・
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『論
語
』
・
『
孟
子
』
・
『
孝
経
』
・
『
揚
子
』
・
『
老
子
』
・
『
劉
子
』
・
『
文
中
子
』
・
『
春
秋
』
・
『
新
唐
書
』
・
『
貞
観
政
要
』
・
『
白
氏
策
林
』
・
『
史
記
』
・

『
西
漢
書
』
の
十
五
種
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
今
日
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
大
定
二
十
三
（
一
一
八
三
）
年
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

月
の
r
女
眞
字
『
孝
経
』
千
部
を
以
て
検
司
に
付
黙
し
、
分
ち
て
護
衛
親
軍
に
賜
ふ
」
と
い
う
記
載
を
見
る
と
、
翻
謹
さ
れ
た
漢
籍
は
、
當

時
す
で
に
大
部
分
が
頒
布
さ
れ
て
い
た
。
金
代
の
文
献
・
典
籍
の
整
理
研
究
に
關
す
る
專
著
は
、
流
傳
し
た
も
の
が
少
な
い
た
め
、
王
若
虚

が

『
渡
南
遺
老
集
』
の
中
で
、
こ
の
分
野
に
つ
い
て
行
な
っ
た
論
述
は
き
わ
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

　
王
若
虚

は
、
字
を
從
之
と
い
い
、
苦
同
城
の
人
で
、
金
末
の
著
名
な
學
者
で
あ
る
。
『
史
記
』
に
造
詣
が
深
く
、
著
作
に
『
傭
夫
集
』
と
『
淳

南
遺
老
集
』
が
あ
る
。
現
存
の
『
淳
南
遺
老
集
』
は
、
「
五
経
辮
惑
」
・
「
論
語
辮
惑
」
・
「
孟
子
辮
惑
」
・
「
史
記
辮
惑
」
・
「
諸
史
辮
惑
」
・
「
新

唐
書
辮
」
・
「
君
事
實
辮
」
・
「
臣
事
實
辮
」
・
「
議
論
辮
惑
」
・
「
著
述
辮
惑
」
・
「
雑
辮
」
・
「
謬
誤
雑
辮
」
・
「
文
辮
」
・
「
詩
話
」
・
「
雑
文
」
四
十
五

巻
を
牧
め
、
末
尾
に
詩
を
若
干
附
し
て
い
る
。
『
淳
南
遺
老
集
』
の
「
辮
惑
」
や
「
辮
」
は
、
典
籍
が
封
象
で
あ
れ
（
「
五
経
」
・
『
論
語
』
な

ど
）
、
事
類
が
封
象
で
あ
れ
（
著
述
・
君
事
實
な
ど
）
、
多
く
は
そ
の
文
字
や
事
實
に
つ
い
て
考
証
を
加
え
、
自
身
の
評
論
に
も
及
ん
で
い
る
。

r五
経
」
・
『
論
語
』
・
『
史
記
』
な
ど
は
前
人
が
残
し
た
典
籍
で
あ
り
、
と
き
が
経
つ
に
つ
れ
、
こ
う
し
た
典
籍
を
閲
讃
す
る
と
き
に
歴
代
の

注
鐸
の
助
け
を
借
り
る
必
要
が
出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
注
鐸
が
正
確
か
ど
う
か
は
、
古
代
典
籍
の
正
確
な
理
解
に
直
接
關
係
す
る
。
多

く
の
學
者
は
注
鐸
を
重
覗
し
て
い
る
が
、
王
若
虚
は
特
に
顕
著
で
、
『
渡
南
遺
老
集
』
の
中
で
注
鐸
に
つ
い
て
述
べ
る
條
目
は
、
み
な
そ
う

で

あ
る
。
王
若
虚
の
注
稗
に
封
す
る
見
方
は
、
以
下
の
敷
鮎
に
表
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
前
人
の
注
繹
を
修
正
し
た
部
分
が
多
い
。
例
え
ば
、

春
二

五
経
辮
惑
下
で

は
、
『
左
傳
』
裏
公
二
十
六
年
の
記
事
に
つ
い
て
、
「
衛
の
献
公
國
に
復
る
に
、
大
夫
の
門
に
逆
ふ
る
者
は
、
「
之
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
へ

領
す
る
の
み
」
と
。
領
は
蓋
し
微
か
に
首
を
鮎
ず
る
の
貌
に
し
て
、
注
以
て
頭
を
揺
す
と
爲
す
は
、
誤
れ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
現
代
の

楊

伯
峻
『
春
秋
左
傳
注
』
の
「
頷
」
に
關
す
る
解
鐸
は
、
杜
預
の
注
を
捨
て
て
王
若
虚
の
読
を
採
っ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
二
十
諸
史
辮
惑

で

は
、
衰
蓋
（
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
と
も
に
傳
が
あ
る
）
に
つ
い
て
、
「
杜
稜
の
臣
を
論
じ
て
云
ふ
、
「
主
在
れ
ば
与
に
在
り
、
主
亡
べ
ば
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与
に

亡

ぶ
」
と
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
身
を
以
て
主
に
絢
ひ
、
之
と
存
亡
を
同
じ
く
す
る
の
み
。
如
淳
曰
く
、
「
人
主
在
る
時
、
与
に
共
に
治
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

て
時
に

在

る
の
事
な
り
」
と
、
圭
の
亡
ぶ
を
以
て
其
の
政
令
を
行
は
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
何
ぞ
其
れ
曲
な
ら
ん
や
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
史
記

集
解
』
．
『
史
記
索
隠
』
・
顔
師
古
は
、
如
淳
の
解
稗
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
王
若
虚
は
こ
の
解
繹
の
不
條
理
な
部
分
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

l
部
の

旧
注
に
つ
い
て
、
王
若
虚
は
決
し
て
独
断
で
誤
り
を
指
摘
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
巻
二
五
経
耕
惑
二
で
は
、
　
r
『
左
傳
』
定
公
五

年
三
月
に
、
「
於
越
入
呉
」
と
o
注
於
を
以
て
登
聲
と
爲
す
。
窃
か
に
謂
へ
ら
く
、
経
語
に
登
聲
の
髄
無
き
も
、
此
の
字
安
か
ら
ず
、
闘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

疑
な
る
こ
と
可
な
ら
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
反
駁
す
る
理
由
を
學
げ
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
「
關
疑
」
で
処
理
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
慎
重
さ
は
、
王
若
虚
の
謹
厳
な
治
學
態
度
を
十
分
髄
現
し
て
い
る
。
次
に
、
王
若
虚
は
、
注
稗
に
は
客
観
性
と
整
合
性
が
必
要
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
巻
四
論
語
辮
惑
一
で
は
、
「
段
は
夏
の
禮
に
因
る
、
損
盆
す
る
所
知
る
べ
き
な
り
。
孔
子
三
代
相
ひ
因
り
、

損
盆
知
る
べ
し
と
言
ふ
は
、
此
れ
禮
を
傳
指
し
て
爾
云
ふ
。
馬
融
因
る
所
を
以
て
三
綱
五
常
と
爲
し
、
損
盆
す
る
所
を
文
質
三
統
と
爲
す
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

殆
ど
是
れ
妄
説
に
し
て
、
朱
氏
之
を
取
る
は
、
蓋
し
未
だ
當
ら
ざ
る
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
三
綱
五
常
は
、
最
初
に
『
白
虎
通
』
に
見
え
、

董
仲
舘

と
『
白
虎
通
』
三
正
篇
に
は
論
述
が
あ
る
。
彼
ら
は
、
夏
・
商
・
周
三
代
の
正
朔
を
理
由
に
、
三
統
説
を
提
出
し
、
質
文
循
環
の
歴

史
観
を
用
い
て
、
封
建
統
治
は
R
が
授
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
封
建
制
度
は
永
遠
に
績
く
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
馬
融
は
歴
史
を
無
覗

し
て
、
漢
代
人
の
思
想
と
認
識
を
孔
子
に
押
し
付
け
て
お
り
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
朱
蕪
は
馬
融
の
説
を
踏
襲
し
、
學
派
の

學
術
理
論
に

固
執
す
る
嫌
い
が
あ
り
、
『
詩
集
傳
』
の
方
法
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
春
五
論
語
辮
惑
二
で
は
、
「
子
曰
く
、
十
室
の
邑
、

必
ず
忠
信
丘
の
如
き
者
有
ら
ん
、
丘
の
學
を
好
む
に
如
か
ざ
る
也
。
或
い
は
焉
を
訓
じ
て
何
と
爲
し
て
、
之
を
下
句
に
属
す
。
厩
焚
け
た
り
、

子

朝
よ
り
退
く
、
日
く
、
人
を
傷
へ
る
か
と
。
馬
を
問
は
ず
。
或
い
は
不
を
讃
み
て
否
と
爲
し
て
、
之
を
上
句
に
属
ず
。
意
謂
へ
ら
く
聖

人

至
謙
な
れ
ば
、
必
ず
人
の
已
に
若
く
莫
き
を
言
ふ
を
肯
ぜ
ず
。
聖
人
至
仁
な
れ
ば
、
必
ず
畜
を
賎
み
て
血
む
所
無
き
に
至
ら
ざ
る
也
。

義
理
の
是
非

姑
く
置
き
て
論
ず
る
こ
と
勿
し
、
且
つ
道
世
の
文
を
爲
す
者
、
此
の
語
法
の
如
き
有
ら
ん
や
。
故
に
凡
そ
経
を
解
す
る
に
、
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お
　

其
の
論
高
き
と
錐
も
、
而
れ
ど
も
文
勢
語
法
に
於
い
て
順
は
ざ
る
者
、
亦
た
未
だ
遽
從
す
べ
か
ら
ず
、
況
ん
や
未
だ
高
か
ら
ざ
る
を
や
」

と
述
べ
て
い
る
。
孔
子
は
聖
人
と
し
て
尊
敬
さ
れ
、
彼
の
思
想
や
行
動
は
善
美
を
蓋
く
し
て
お
り
、
人
々
の
模
範
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識

に
基
づ
き
、
ひ
た
す
ら
曲
解
す
る
の
は
、
客
観
的
事
實
を
顧
み
な
い
態
度
で
あ
る
。
王
若
虚
は
、
長
い
聞
儒
家
思
想
の
薫
陶
を
受
け
た
學
者

で

あ
り
、
孔
子
に
反
封
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
、
客
観
的
事
實
を
尊
重
し
て
お
り
、
盲
從
盲
信
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

朱
烹
は
馬

融
の
誤
っ
た
解
稗
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
王
若
虚
は
、
一
部
の
具
鵠
的
な
注
鐸
に
つ
い
て
自

己

の
見
解
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
一
學
派
、
な
い
し
は
宋
一
代
の
諸
家
の
注
鐸
に
つ
い
て
線
髄
的
に
評
論
し
て
い
る
。
彼
は
、
司
馬
貞
『
史

記
索
隠
』
は
「
其
の
襲
明
す
る
所
、
補
無
し
と
爲
さ
ざ
る
も
、
然
れ
ど
も
失
す
る
所
も
亦
た
多
し
」
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
司
馬
貞
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

F述
賛
」
は
、
「
殊
に
観
る
に
足
ら
ず
、
蓋
し
蛇
を
爲
り
て
足
を
書
き
、
盆
せ
ん
と
欲
し
て
反
っ
て
弊
な
る
者
な
り
」
と
す
る
。
王
若
虚
の
言

は

全
く
そ
の
通
り
で
あ
り
、
例
え
ば
、
『
史
記
』
魏
公
子
列
傳
で
、
司
馬
遷
は
信
陵
君
に
つ
い
て
、
「
天
下
の
諸
公
子
に
も
亦
た
士
を
喜
ぶ
者

有

り
。
然
れ
ど
も
信
陵
君
の
岩
穴
の
隠
者
に
接
し
、
下
交
を
班
と
せ
ざ
る
は
、
以
有
る
也
。
名
諸
侯
に
冠
す
る
は
、
虚
な
ら
ざ
る
の
み
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

高
租
之
を
過
ぎ
る
毎
に
民
を
し
て
祠
を
奉
ぜ
し
め
絶
た
ざ
ら
し
む
也
」
と
評
論
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
述
賛
」
に
は
、
「
信
陵
の
下
士
、
鄭

國
相
傾
す
。
公
子
の
故
を
以
て
、
敢
て
兵
を
加
へ
ず
。
頗
る
朱
亥
を
知
り
、
禮
を
侯
藏
に
蓋
く
す
。
遂
に
晋
鄙
を
却
け
、
終
に
趙
城
を
欝
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

毛
・
蒔
重
ぜ
ら
る
る
こ
と
、
萬
古
希
聲
な
り
」
と
あ
る
。
司
馬
貞
は
、
信
陵
君
の
事
績
を
概
括
し
た
だ
け
だ
が
、
司
馬
遷
は
、
漢
の
高
祀
を

用

い

て
、
信
陵
君
の
事
績
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
両
者
の
優
劣
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
注

目
す
べ
き
鮎
は
、
宋
の
諸
家
の
古
籍
解
鐸
に
封
す
る
論
述
で
あ
る
。
蘇
東
披
の
経
書
解
鐸
に
つ
い
て
、
「
眼
目
蓋
く
高
く
、
往
往
に
し
て
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

を
過
ぐ
る
こ
と
遠
く
甚
し
」
と
述
べ
、
そ
の
不
足
は
「
奇
を
出
ず
る
に
過
ぐ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
王
安
石
の
『
書
経
』
解
稗
に
つ
い
て
は
、

十
除
章
が
先
儒

よ
り
優
れ
て
い
る
ほ
か
は
、
「
鹸
は
皆
な
委
曲
穿
馨
な
り
」
、
「
而
し
て
天
下
の
學
者
を
し
て
蓋
く
旧
説
を
廃
し
以
て
己
に
從

　
　
　
お
　

は

し
む
」
と
述
べ
て
い
る
。
張
九
成
に
つ
い
て
は
、
「
聖
人
の
道
を
談
ず
る
こ
と
、
豪
佑
の
物
を
市
す
る
が
如
く
、
鋪
張
誇
大
に
し
て
、
唯
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ガ
　

だ

其
の
告
れ
ざ
る
を
恐
る
る
の
み
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
評
判
の
良
く
な
い
林
少
穎
（
林
之
奇
）
に
つ
い
て
、
王
若
虚
は
非
常
に
賞
賛
し
、
F
宋

人
の
書

を
解
す
る
者
、
惟
だ
林
小
穎
の
み
眼
目
最
も
高
く
、
既
に
先
儒
の
窒
に
若
か
ず
、
又
た
近
代
の
整
を
爲
さ
ず
、
當
に
古
今
第
一
と
爲

　
　
　
　
　

す
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
王
若
虚
の
以
上
四
家
に
封
す
る
論
評
を
見
る
と
、
注
繹
に
封
す
る
彼
の
主
張
は
前
人
の
古
い
型
に
こ
だ
わ
ら
な

い

こ
と
、
原
文
か
ら
か
け
離
れ
て
随
意
に
こ
じ
つ
け
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
を
貫
い
て
い
る
も
の
は
、
や
は
り
客
観
的
事
實
を
奪

重
す

る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
書
の
中
で
、
王
若
虚
は
、
敷
家
の
経
書
解
稗
や
書
物
注
鐸
の
優
劣
や
長
短
を
品
評
し
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
彼
は
各
書
に
封
す
る
具
豊
的
な
注
稗
を
通
し
て
宋
一
代
の
注
鐸
を
推
測
し
て
い
る
。
そ
れ
は
宋
代
の
注
稗
の
特
徴
を
形
成
す

る
原
因
を
さ
ら
に
研
究
す
る
よ
う
に
人
々
を
啓
登
し
て
お
り
、
注
繹
の
踏
襲
と
登
展
を
研
究
す
る
上
で
、
債
値
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ

の
他
に

も
王
若
虚
は
史
實
の
考
辮
に
お
い
て
も
特
色
が
あ
る
。
彼
は
、
文
字
の
多
寡
や
相
違
に
よ
っ
て
生
じ
た
史
實
の
食
い
違
い
や
誤
り

に

注
目
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
春
十
史
記
辮
惑
二
で
は
、
「
『
左
氏
』
に
曰
く
、
『
呉
王
子
膏
に
死
を
賜
ひ
、
子
青
将
に
死
せ
ん
と
す
る
に
、

曰
く
、
吾
が
墓
に
橿
を
樹
ゑ
よ
、
橿
は
材
と
す
べ
き
也
。
呉
其
れ
亡
び
ん
か
』
と
。
此
の
言
時
の
久
し
か
ら
ざ
る
の
み
。
『
史
記
』
則
ち

云

く
、
『
吾
が
墓
上
に
樹
う
る
に
梓
を
以
て
し
、
器
を
爲
る
べ
か
ら
し
め
よ
』
と
。
吾
何
の
意
な
る
か
を
知
ら
ざ
る
也
」
（
二
十
三
）
と
述

べ
て

い

る
。
『
左
傳
』
に
言
う
「
墓
積
」
は
、
墓
の
前
栽
に
常
用
さ
れ
る
橿
樹
で
あ
り
、
成
長
し
た
と
き
が
呉
が
亡
ぶ
日
で
あ
り
、
臭
の
亡

ぶ

時
が
そ
う
遠
く
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
史
記
』
で
は
橿
を
梓
で
代
用
し
て
お
り
、
意
圓
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
巻

二
十
二
新
唐
書
辮
で
は
、
「
挑
崇
僧
の
偽
濫
な
る
者
を
汰
す
る
に
’
『
旧
史
』
は
但
だ
『
還
俗
』
と
云
ふ
の
み
。
而
る
に
子
京
『
髪
し
て
農
す
』

と
云
ふ
、
此
れ
何
等
の
語
に
し
て
、
且
つ
萬
二
千
人
、
豊
に
異
業
に
蹄
す
る
者
無
く
、
而
し
て
悉
く
農
を
爲
さ
ん
や
。
此
れ
一
笑
す
べ
き

　み
　也

」
と
述
べ
て
い
る
。
宋
肺
は
「
還
俗
」
と
い
う
言
葉
が
簡
略
だ
と
考
え
、
敷
術
し
て
蓄
髪
し
て
農
業
に
從
事
す
る
と
し
た
の
だ
が
、
こ
れ

は
意
味

と
し
て
は
十
分
で
あ
る
が
、
事
實
と
は
一
致
し
な
い
。
果
た
し
て
一
萬
二
千
人
が
農
業
に
從
事
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
作
史
と

作
文
の
厘
別
を

無
覗

し
、
「
華
靡
な
る
も
實
無
し
」
（
華
靡
而
無
實
）
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
考
察
す
る
典
籍
の
文
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章
に
封
す
る
王
若
虚
の
注
目
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
語
句
の
使
用
の
適
切
さ
を
推
敲
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
巻
十
五
史
記
辮

惑

張
奢
傳
で

は
、
「
廉
頗
の
長
卒
に
免
ぜ
ら
れ
て
蹄
ら
し
む
る
や
、
失
勢
の
時
に
し
て
、
故
に
客
は
蓋
く
去
る
。
冤
蹄
は
即
ち
失
勢
の
時
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ

ば
、
何
ぞ
必
ず
再
び
此
の
句
を
下
さ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
條
目
は
、
ほ
か
に
も
多
く
、
ま
た
、
文
字
の
考
辮
に
お
け
る
校

勘
の

内
容
も
、
無
覗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
巻
二
五
経
辮
惑
で
は
、
「
樂
記
の
末
章
に
子
貢
師
乙
と
聲
歌
の
義
を
問
答
す
、

而

る
に
之
を
終
へ
て
『
子
貢
樂
を
問
ふ
』
と
日
ふ
。
此
れ
必
ず
重
出
な
る
も
、
或
い
は
闘
文
有
ら
ん
。
而
れ
ど
も
鄭
氏
曰
く
、
『
上
下
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

じ
v
之
を
美
む
る
也
』
と
。
大
い
に
是
れ
謬
説
に
し
て
、
信
ず
る
に
足
る
無
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
意
が
通
ら
な
い
原
因
は
、

重
出
、
あ
る
い
は
闘
文
で
あ
る
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
鄭
玄
が
明
ら
か
に
こ
の
二
つ
が
全
く
無
關
係
で
あ
る
こ
と
に
氣
づ
き
な
が
ら
、
こ
じ
つ

け
て
「
上
下
同
じ
く
之
を
美
む
る
也
」
と
蓮
べ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
大
注
鐸
家
で
も
誤
り
は
あ
る
た
め
、
盲
從

す

る
と
間
違
っ
た
言
論
が
流
布
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
巻
三
十
三
謬
誤
雑
辮
で
は
、
後
漢
の
人
が
明
帝
の
忌
み
名
を
避
け
て
『
史
記
』

を
改
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
…
…
然
る
に
張
湯
傳
先
に
厳
助
と
稻
し
て
復
た
荘
助
と
云
ふ
。
東
越
傳
又
た
荘
助
と
云
ふ
。
田
蛤
張
蒼
傳

又
た

荘
青
奮

と
書
す
。
相
如
傳
首
に
荘
忌
夫
子
と
書
す
。
漢
書
申
屠
嘉
田
扮
傳
に
至
り
て
は
皆
な
荘
青
奮
に
作
り
、
而
し
て
公
孫
弘
傳
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

め

て
厳
字
に
作
る
。
雑
齪
に
し
て
斉
か
ら
ざ
る
こ
と
、
蓋
し
校
定
せ
し
者
之
を
失
し
て
精
ら
か
な
ら
ざ
る
の
み
」
と
述
べ
て
い
る
。
避
講

に

よ
り
、
「
荘
」
を
「
厳
」
に
改
め
て
い
る
が
、
改
め
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
改
め
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
で
は
混
齪
が
生
じ
、

古
籍
の
閲
讃
に
障
害
が
増
え
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
校
勘
を
行
う
と
き
、
文
字
の
修
正
は
慎
重
に
行
な
い
、
無
意
識
に
生
じ
る
誤
り
を

避
け
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
春
三
十
四
文
辮
で
は
、
「
劉
萬
錫
問
大
鈎
賦
に
云
ふ
、
『
楚
臣
天
間
不
訓
、
今
臣
過
幸
、
一
厭
三
告
』
と
。

上

二
句
両
字
を
脱
す
。
何
卜
賦
に
云
ふ
、
『
時
乎
時
乎
、
去
不
可
遽
、
來
不
可
逃
、
滝
号
敦
舎
操
』
と
。
夫
れ
操
は
舎
に
封
す
る
所
以
な
れ
ば
、

上

當

に
V
l
字
を
脱
す
べ
し
。
又
た
云
ふ
、
『
董
之
毒
家
苓
、
鶏
首
之
賎
毛
』
と
。
又
た
脱
誤
の
処
有
る
も
、
『
萬
錫
集
』
・
『
文
粋
』
の
載
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
所
は
皆
な
然
れ
ば
、
安
ん
ぞ
善
本
を
得
て
之
を
考
へ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
王
若
虚
は
自
身
の
博
學
と
文
學
の
造
詣
に
よ
り
、
劉
萬
錫
の
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こ
の
二
つ
の
賦
に
誤
脱
が
あ
る
こ
と
を
登
見
し
て
い
る
。
し
か
し
、
目
に
し
て
い
る
『
劉
萬
錫
集
』
と
『
唐
文
粋
』
も
こ
の
よ
う
で
あ
る
た

め
、
彼
は
自
身
の
推
測
を
証
明
す
る
善
本
を
入
手
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
王
若
虚
が
き
わ
め
て
謙
虚
で
あ
り
、
勝
手
に
原
文
を

修
正

し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
謹
厳
な
治
學
態
度
は
、
以
後
の
文
厭
研
究
や
整
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま

り
、
『
溝
南
遺
老
集
』
の
内
容
は
豊
富
で
あ
り
、
歴
史
・
文
學
・
歴
史
文
献
學
の
各
分
野
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
典
籍
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
線
髄
的
に

言

え
ば
、
遼
・
金
代
の
歴
史
文
献
學
に
は
、
明
ら
か
な
大
登
展
は
な
く
、
宋
代
の
文
献
學
の
延
長
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
時
に
そ
れ
自
鵠
の
特
徴
も
持
っ
て
お
り
、
特
に
漢
文
の
重
要
な
典
籍
を
契
丹
文
字
・
女
眞
文
字
に
翻
詳
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
典

籍
は
契
丹
人
・
女
眞
人
の
中
に
し
っ
か
り
傳
播
し
、
契
丹
・
女
眞
文
化
と
漢
文
化
の
融
合
を
促
進
し
た
。
そ
れ
は
中
國
の
歴
史
文
献
、
歴
史

文
献
學
の
一
部
分
に
な
り
、
中
國
の
歴
史
文
厭
を
充
實
さ
せ
た
。
こ
れ
が
遼
・
金
1
1
代
の
歴
史
文
厭
學
の
突
出
し
た
特
徴
で
あ
る
。

↑注432　　　　　　　　　

765
r
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
の
将
來
の
結
果
」
。
な
お
、
日
本
語
詳
は
、
大
内
兵
衛
・
細
川
嘉
六
監
課
『
マ
ル
ク
ス
ー
ー
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
　
第
9
春

1853年
』
（
大
月
書
店
、
一
九
六
二
年
）
に
擦
っ
た
。

本
朝
民
聞
開
板
印
行
文
字
、
臣
等
窃
料
北
界
無
所
不
有
（
『
簗
城
集
』
春
四
十
二
「
北
使
還
論
北
邊
事
札
子
五
道
」
）
。

直
是
費
書
、
不
可
用
也
（
李
慈
銘
の
言
葉
。
中
華
書
局
影
印
『
龍
寵
手
鏡
』
出
版
説
明
よ
り
引
用
）
。

上
親
祭
孔
子
廟
、
北
面
再
拝
。
…
…
「
孔
子
錐
無
位
、
其
道
可
尊
、
使
萬
世
景
仰
。
大
凡
爲
善
、
不
可
不
勉
。
」
自
是
頗
讃
倫
書
、
論
語
及
五
代
、
遼

史
諸
書
、
或
以
夜
纏
焉
（
『
金
史
』
巻
四
煕
宗
本
紀
）
。

南
北
選
各
以
経
義
・
詩
賦
両
科
取
士
（
『
金
史
』
巻
五
十
一
選
畢
－
4
　
1
　
）
e

解

『
榜
厳
』
・
『
金
剛
経
』
・
『
老
子
』
・
『
荘
子
』
。
又
有
『
中
庸
集
解
』
・
『
鳴
道
集
解
』
（
『
金
史
』
巻
一
百
二
十
六
文
藝
傳
下
李
純
甫
）
。

石
鼓
自
唐
以
來
無
定
論
、
定
國
以
字
書
考
之
、
云
是
宇
文
周
時
所
造
、
作
辮
萬
除
言
、
出
入
傳
記
、
引
擦
甚
明
（
『
金
史
』
巷
一
百
二
十
五
文
藝
傳
上
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馬
定
國
）
。

俗
傳
六

國
時
燕
王
及
太
子
丹
之
葬
、
及
啓
墳
、
其
東
墓
之
枢
題
其
和
日
「
燕
露
王
旧
」
。
「
旧
」
、
古
r
枢
」
字
、
通
用
。
乃
西
漢
高
祀
子
劉
建
葬
也
。

其
西
墓
、
蓋
燕
康
王
劉
嘉
之
葬
也
（
『
金
史
』
巻
一
百
二
十
五
文
藝
傳
上
察
珪
）
。

詔
趙
乗
文
・
楊
雲
翼
作
『
亀
鑑
萬
年
録
』
（
『
金
史
』
春
十
七
哀
宗
本
紀
上
）
。

以
女
眞
字
『
孝
経
』
千
部
付
黙
検
司
、
分
賜
護
衛
親
軍
（
『
金
史
』
巻
八
世
宗
本
紀
）
。

衛
献
公
復

國
、
大
夫
逆
干
門
者
、
領
之
而
已
。
領
蓋
微
黙
首
之
貌
、
而
注
以
爲
揺
頭
、
誤
　
。

論
吐
稜
臣
云
、
「
主
在
与
在
、
主
亡
与
亡
。
」
言
以
身
絢
主
、
与
之
同
存
亡
耳
。
如
淳
日
、
「
人
主
在
時
、
与
共
治
在
時
之
事
」
、
不
以
主
亡
而
不
行
其

政
令
、
何
其
曲
邪
。

『
左
傳
』
定
公
五
年
三
月
、
於
越
入
呉
。
注
以
於
爲
登
聲
。
窃
謂
、
経
語
無
登
聲
之
彊
、
此
字
不
安
、
闘
疑
可
也
。

殿
因
於
夏
禮
、
所
損
盆
可
知
也
。
孔
子
言
三
代
相
因
、
損
盆
可
知
者
、
此
傳
指
謹
而
云
爾
。
馬
融
以
所
因
爲
三
綱
五
常
、
所
損
盆
爲
文
質
三
統
、
殆

是
妄
説
、
而
朱
氏
取
之
、
蓋
未
當
也
。

子

日
、
十
室
之
邑
、
必
有
忠
信
如
丘
者
焉
、
不
如
丘
之
好
學
也
。
或
訓
焉
爲
何
、
而
属
之
下
句
。
厩
焚
、
子
退
朝
、
日
、
傷
人
乎
。
不
問
馬
。
或
讃

不

爲
否
、
而
属
之
上
句
o
意
謂
聖
人
至
謙
、
必
不
肯
言
人
之
莫
已
若
。
聖
人
至
仁
、
必
不
至
賎
畜
而
無
所
皿
也
。
義
理
之
是
非
姑
置
勿
論
、
且
道
世

之
爲
文
者
、
有
如
此
語
法
乎
。
故
凡
解
経
、
其
論
錐
高
、
而
於
文
勢
語
法
不
順
者
、
亦
未
可
遽
從
、
況
未
高
乎
。

其
所
登
明
、
不
爲
無
補
、
然
所
失
亦
多
。
…
…
殊
不
足
観
、
蓋
爲
蛇
書
足
、
欲
盆
而
反
弊
者
（
『
濾
海
遺
老
集
』
巻
1
1
1
十
　
1
　
）
。

天
下
諸
公
子
亦
有
喜
士
者
　
。
然
信
陵
君
之
接
岩
穴
隠
者
、
不
阯
下
交
、
有
以
也
。
名
冠
諸
侯
、
不
虚
耳
。
高
祀
毎
過
之
而
令
民
奉
祠
不
絶
也
。

信
陵
下
士
、
鄭
國
相
傾
。
以
公
子
故
、
不
敢
加
兵
。
頗
知
朱
亥
、
蓋
禮
侯
硫
。
逐
却
巫
目
鄙
、
終
欝
趙
城
、
毛
・
蒔
見
重
、
萬
古
希
聲
。

眼

目
蓋
高
、
往
往
過
人
遠
甚
。
…
過
於
出
奇
。
（
『
濾
海
遺
老
集
』
春
三
十
二

除
皆
委
曲
穿
馨
。
…
…
而
使
天
下
學
者
蓋
廃
旧
説
以
從
己
（
同
右
）
。

談
聖
人
之
道
、
如
豪
佑
市
物
、
鋪
張
誇
大
、
唯
恐
其
不
隻
也
（
同
右
）
。

宋
人
解
書
者
、
惟
林
小
穎
眼
目
最
高
、
既
不
若
先
儒
之
窒
、
又
不
爲
近
代
之
馨
、
當
爲
古
今
第
一
（
同
右
）
。

『
左
氏
』
日
、
　
r
呉
王
賜
子
青
死
、
子
膏
将
死
、
日
、
樹
吾
墓
橿
、
橿
可
材
也
、
呉
其
亡
乎
」
。
此
言
時
之
不
久
耳
。
『
史
記
』
則
云
、
「
樹
吾
墓
上
以
梓
、

令
可
爲
器
」
。
吾
不
知
何
意
也
。

挑
崇
汰
僧
偽
濫
者
、
『
旧
史
』
但
云
「
還
俗
」
。
而
子
京
云
「
髪
而
農
」
、
此
何
等
語
、
且
萬
二
千
人
、
宣
無
鋸
異
業
者
、
而
悉
爲
農
乎
。
此
可
一
笑
也
。
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廉
頗
之
冤
長
卒
蹄
也
、
失
勢
之
時
、
故
客
蓋
去
。
冤
蹄
即
失
勢
時
也
、
何
必
再
下
此
句
。

樂
記
末
章
子
貢
与
師
乙
問
答
聲
歌
之
義
、
而
終
之
日
「
子
貢
問
樂
」
。
此
必
重
出
、
或
有
闘
文
。
而
鄭
氏
日
、
「
上
下
同
美
之
也
」
。
大
是
謬
説
、
無
足

信
焉
。

　
…
然
張
湯
傳
先
稻
厳
助
而
復
云
荘
助
。
東
越
傳
又
云
荘
助
。
田
蛤
張
蒼
傳
又
書
荘
青
奮
。
相
如
傳
首
書
荘
忌
夫
子
。
至
漢
書
申
屠
嘉
田
蛤
傳
皆
作

荘
青
奮
、
而
公
孫
弘
傳
始
作
厳
字
。
雑
齪
不
斉
、
蓋
校
定
者
失
之
不
精
耳
。

劉
萬
錫
問
大
鈎
賦
云
、
「
楚
臣
天
間
不
訓
、
今
臣
過
幸
、
一
献
三
隻
」
。
上
二
句
脱
爾
字
。
何
卜
賦
云
、
「
時
乎
時
乎
、
去
不
可
遽
、
來
不
可
逃
、
滝
今

敦
舎
操
」
。
夫
操
所
以
封
舎
也
、
上
當
脱
三
字
。
又
云
、
「
董
之
毒
家
苓
、
鶏
首
之
賎
毛
」
。
又
有
睨
誤
処
、
萬
錫
集
・
文
粋
所
載
皆
然
、
安
得
善
本
而

考
之
。

（補
注
一
）
引
用
文
中
の
（
）
内
の
字
は
割
り
注
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。

（補
注

二
）
宋
代
の
金
石
學
に
つ
い
て
は
、
拙
課
「
編
鐸
『
中
國
歴
史
文
厭
學
史
述
要
』

　
　
　
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。

ー
宋
代
の
金
石
學
ー
」
（
『
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌
』
第
五
十
八
號
、
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